
匪垂亘  

介護報酬単位の見直し案  
（変更点は下線部）  

改 正 案  現  行  

○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二   
年厚生省告示第二十一号）  

○指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成十二   
年厚生省告示第二十一号）  
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別表  

指定施設サービス等介護給付費単位数表  

2 介護保健施設サービス   

イ 介護保健施設サービス費（1日につき）   ＝）瀾費  
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別表  

指定施設サービス等介護給付費単位数表  

2 介護保健施設サービス   

イ 介護保健施設サービス費（1日につき）   

二1 

ト）介護保健施設サービス費（i）  

702単位  

7即単位  

8P4単位  

858単位  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護マ  

d 要介護4  

702単位  a 要介護1   

b 要介護2  751単位  
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望 e㈲  
亡）介護保健施設サービス費用」  
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883単位  c 要介護3  
937単位  

990単位  

d 要介護4  
e 要介護5  
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亡）介護僅塵塵畳±二土星畳1jリ  

703単位  
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833単位  
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940単位   

782単位  a 要介護1  
859単位  b 要介護2  
912単位   

966単位  

1，019単位   

c 要介護3  
d 要介護4  
e 要介護5  
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a 要介護1 了02単位  

751単位  要介護2  
804単位  c 要介護3   
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ロ ユニット型介護保健施設サービス費（1日につき）  
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784単位  a 要介護1   784単位  a 要介護1   
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巨 

c 要介護3  
d 要介護4  
e 要介護5  
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卜）ユニット型介護保僻施設サ∵ビス襲（リ  

a 要介護1 
b 要介護2  
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a 要介護1  b閲 862単位 ∠早鱒  

c 要介護3  915単イ立  

969単位  d 要介護4   

1，022単位  e 要介護5  

ほし皐ニット型小規模介護嘩健施設サービス翼  

（－）ユニット型小規模介護保健施設サーービス費（Ⅰ）  

784単位  a 要介護1   

833単位  
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b 要介護2  

9 要介護3  

d 要介護4   e㈲  
亡）ユニット型小規模介護保健施設サービ冬草JIU  
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かつ、別に厚生  
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注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し  注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生   

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  
すものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において   
、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる  
区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入  

所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する   
。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさ  
ない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する   

。なお、入所者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士   

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  
すものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において  
、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる  
区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入  
所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する  

ら起算して180  入所者が入所した日か   （イ（2）又はロ（2）については、  

日以内の期間に限り算定する。）。ただし、当該夜勤を行う職員  

の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分  
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、作業療法士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣  
が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ  
ろにより算定する。  

の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は医師、  

看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは介護支援  
専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は  
、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。   

○ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）  

現行の介護保健施設サービス費と同様。   

○ 介護保健施設サービス貴（Ⅱ）又は介護保健施設サービス費（Ⅲ）   

・ 平成18年7月1日から平成24年3月31日までの間に病床の転  

換を行って開設した介護老人保健施設であること。  

算定日が属する月の前12月間における新規入所者のうち、医  
療機関から入所した者の割合と家庭から入所した者の割合の差  
が、35％以上であること。   

1 算定日が属する月の前3月間において、入所者及び当該介護  

老人保健施設が行う短期入所療養介護の利用者のうち、「経菅  
栄養」若しくは「喀疲吸引」を実施している者の割合が15％以  
上又は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」におけるラ  
ンクMに該当する者の割合が○％以上であること。   

（介護保健施設サービス費（Ⅲ）は40人以下の施設のみ算定可。）  

※ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基   

準の内容は次のとおり。   

○ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）  

現行の介護保健施設サービス費と同様。   

○ 介護保健施設サービス費（Ⅱ）   

・ 介護保健施設サービス費（Ⅰ）の基準を満たしていること。   

・ 入所者の数を41で除して得た数以上の夜勤を行う看護職員を  

配置していること。   

○ 介護保健施設サービス貴（Ⅲ）   

・介護保健施設サービス費（Ⅰ）の基準を満たしていること。  

－ 看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションと  

の連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整備し、かつ、必要に応  

じて診療の補助を行う体制を整備していること。   

注：ユニット型においても同様の施設基準  
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2 口について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

ノ、ヒ．ワも）0  

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない   
場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算   

定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束   
廃止未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算す   

る。  
4 次に掲げるいずれの基準にも適合する介護老人保健施設につい   

て、リハビリテーションマネジメント加算として、1日につき25   

単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作  
成していること。   

口 入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医  
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリ  
ハビリテーションを行っているとともに、入所者の状態を定期  
的に記録していること。   

ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期  

的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。   

ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又  

は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し   

、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護  

の工夫等の情報を伝達していること。  

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作   
業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内   
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中  
リハビリテーション実施加算として、1日につき60単位を所定単   
位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーショ   

ンマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。  
6 軽度の認知症であると医師が判断した看であって、リハビリテ   

ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたもの   
に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老   

人保健施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療   

法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行っ   

た場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、   
入所の日から起算して3月以内の期間に限り、1週に3回を限度  

3 

廃、  
る。  

4 次に掲げるいずれの基準にも適合する介護老人保健施設につい   
て、リハビリテーションマネジメント加算として、1日につき25   

単位を所定単位数に加算する。   

イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の  
者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作  

成していること。   

口 入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医  
師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリ  
ハビリテーションを行っているとともに、入所者の状態を定期  
的に記録していること。   

ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期  

的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。   

ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又  

は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し   

、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介言蔓  

のエ夫等の情報を伝達していること。  

5 入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作   
業療法士又は言語聴覚士が、その入所の日から起算して3月以内   
の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合は、短期集中  
リハビリテーション実施加算として、1日につき60単位を所定単   
位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーショ   

ンマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。  
6 軽度の認知症であると医師が判断した看であって、リハビリテ   
ーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたもの   
に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する介護老   

人保健施設が、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療   

法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行っ   

た場合に、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、   
入所の白から起算して3月以内の期間に限り、1週に3回を限度   
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として1回につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、  
場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定  

として1回につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、この   
場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定して   
いない場合は、算定しない。  

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に   
支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介   
護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを   
行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

8 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日   
を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。   

ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  
9 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行   
的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合   
に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位   

を算定する。ただし、試行的退所に係る初日及び最終日は、算定   
できない。また、この場合において、注8に掲げる単位を算定する   

場合は、算定しない。  

10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している看であっ   
て、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（   
別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、．介護保健施   

設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サービ   

ス費（Ⅱ）又は小規模介護保健施設サービス費（Ⅱ）を算定する。  

いない場合は、算定しない。  

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に   

支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介   
護を必要とする認知症の入所者に対して介護保健施設サービスを   
行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。  

8 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日   
を限度として所定単位数に代えて1日につき444単位を算定する。   

ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。  
9 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行   

的に退所させ、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合   
に1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位   
を算定する。ただし、試行的退所に係る初日及び最終日は、算定   
できない。また、この場合において、注8に掲げる単位を算定する   

場合は、算定しない。  
10 平成17年9月30日において従来型個室に入所している者であっ   

て、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入所するもの（  

別に厚生労働大臣が定めるものに限る。）に対して、介護保健  施弓   

設サービス費を支給する場合は、当分の間、介護保健施設サ「ビ   

ス費（Ⅰ）の介護保健施設サービス費川）、介護保健施設サービス   葦（瑚   
糞ⅧⅠ）の介享隻脚を算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス貴   

を支給する場合は、介卿建施設   

サービス費（欄）の介護保鱒埋設サ   
卿介護保健施設サ   

ービス費（ii）を算定する。  

11次のいずれかに該当する者に対して、介護保健施設サービス費   

を支給する場合は、介護保健施設サービス費（射又は小規模介護   
保健施設サービス責（Ⅱ）を算定する。  

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が   
判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内であ   
るもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所   
する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に   

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が   
判断した看であって、従来型個室への入所期間が30日以内であ   

るもの  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所   
する者  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に  
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重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所  
が必要であると医師が判断した者  

函噂）について、別に厚生労働木臣が定   
める基準に適合する入所者にフいては、く叫  

重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所  

が必要であると医師が判断した者  

日につき死亡月に240単位を所  死亡日以前30日を上限と  して1   

定単位数に加算する。ただし、退所した岬  

の間は、算定しな  

※ 別に厚生労働大臣が定める者   

○ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した看で  

あること。   

○ 入所者やその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケ  
アに係る計画が作成されていること。   

○ 医師、看護師、介護職員等が共同して、少なくとも一週につき   
一回以上、本人やその家族へ説明を行い、同意を得てターミナル  

ケアが行われていること。   

○ 入所している施設や当該入所者の居宅において死亡した看であ  

ること。  

入所者に対して、指導  口（2）及び（3）について  13 イ（2）及び（3）並びに   

萱墨筆申iき月旦里長必翼Ⅹ塁塵生息上．し三望⊆眉三ぎ一ぢさ巨●二二  
塾蜘  

宣公芸旦旦卓旦狙唄＿萱＿垂＿しエ獲土盛＿を誼定畢生笠⊆ブ三言てモ・  

0  

※ 別に厚生労働大臣が定めるもの及び単位数   

○ 別紙4を参照。  

拉 
重畳箆豊里掌lこ壇宣してし．〕iも旦として華道隠県寧．事l三尾．せ卦二   
介護老人保健施設については、卿⊥   
日につき27単位を所定単位数lキ加算する。  

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準   

○ 介護職員を4：1で配置していること。  
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○ 転換前、介護職員を4：1で配置していたこと0  
（今後、入所者の介護ニーズについて実態を把握し、介護療養型医療施設  

からの転換が終了する平成24年4月以降の対応を検討する。）   

ハ～ル （略）  

3 介護療養施設サービス  
ィ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  

（1）療養型介護療養施設サービス費（1日につき）   

（－）療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  

v 要介護5  

b 療養型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  

ii要介護2  

iii要介護3  

iv 要介護4  

v 要介護5   

（二）療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  

ハ～ル （略）  

3 介護療養施設サービス  
ィ 療養病床を有する病院における介護療養施設サービス  

（1）療養型介護療養施設サービス費（1日につき）   

（－）療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）  

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  
671単位   

781単位  

1，019単位  

1，120単位  

1，211単位  

782単位   

892単位  

1，130単位  

1，231単位  

1．322単位   

671単位   

781単位  

1，019単位  

1，120単位  

1，211単位  

了82単位   

892単位  

1，130単位  

1，231単位  

1．322単位   

t 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

v 要介護5   
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

v 要介護5  
仁）療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 療養型介護療養施設サービス責（i）   

l 要介護1   

ii要介護2   
iii要介護3   

iv 要介護4  

v 要介護5   
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）   

l 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

v 要介護5  
（ヨ 療養型介護療養施設サービス費（Ⅲ）  

611単位   

720単位   

880単位  

1，036単位  

1，078単位  

722単位   

831単位   

991単位  

1，147単位  

1，189単位   

611単位   

720単位   

880単位  

1，036単位  

1，078単位  

722単位   

831単位   

991単位  

1，147単位  

1，189単位  

∨ 要介護5   

b 療養型介護療養施設サービス費（ii）   

1 要介護1   

ii要介護2   

iii要介護3   

iv 要介護4  

v 要介護5  
（ヨ 療養型介護療養施設サービス貴（Ⅲ）  
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a 療養型介護療養施設サービス費（i）  

1 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

v 要介護5  
b 療養型介護療養施設サービス費（ii）  

l 要介護1  
ii要介護2  
iii要介護3  

iv 要介護4  

v 要介護5  
（2）療養型経過型介護療養施設サービス費（1日につき）   

二 

む 

i 

二． 

． 

♪ 

し」邑生霊j b働   
ii 

jy 

∨牲   ㈱ビス費（耳）   灘ビス費（り  
⊥ 

i 

．． 

昭  

瀾  

旦 

1 要介護1   

a 療養型介護療養施設サービス費（i）  
l 要介護1  
ii 要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

V 要介護5  
b 療養型介護療養施設サービス費川）  

l 要介護1  
ii 要介護2  
iii要介護3  
iv 要介護4  

v 要介護5  
（2）療養型経過型介護療養施設サービス費（1日につき）  

581単位   

692単位   

843単位  

1，000単位  

1，041単位  

692単位   

803単位   

954単位  

1．111単位  

1，152単位  

581単位   

692単位   

843単位  

1，000単位  

1，041単位  

692単位   

803単位   

954単位  

1，111単位  

1，152単位  

」岬立  

781単位   

9封草堂  

1牒22単イ車  

1，113単位   

笹2単イ立   

892単位  

1，042単位  

1，133単位  

1，224単位   

－）療養型経過型介護療養施設サーービス費（Ⅰ）  

671単位   

781単位   

889単位   

粥0単塵  

＝）71単位  

782単位   

6了1単位   a 要介護1  

781単位   

889単位   

980単位  

1，071単位  

782単位   

b㈲  c㈲ 
d 

早 

（二）療養型経過型介護療養施設サ→ビス貴（Ⅱう  

a 要介護1  
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892単位  ij 要介護2  892単位  

L鱒0単位  

1，091単位  

1，182単位  

ヒ㌧軍介言隻2  

c要介護3  

吐 要介護4  

e 要介護5  

川0単位  

1，091単位  

リi 

iv 要介護4  

Y要介準5 1，182単位  

（3）ユニット型療養型介護療養施設サービス糞（1日につき）  

（－）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

（3）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（1日につき）  

卜）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅰ）   

a 要介護1   

b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4   

e 要介護5  
亡）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 要介護1   

b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4   

e 要介護5   

785単位   

895単位  

1，133単位  

1，234単位  

1．325単位   

a 要介護1   

b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4   

e 要介護5  

仁）ユニット型療養型介護療養施設サービス費（Ⅱ）   

a 要介護1   

b 要介護2   

c 要介護3   

d 要介護4   

e 要介護5  

了85単位   

895単位  

1，133単位  

1，234単位  

1，325単位  

785単位   

895単位  

1，133単位  

1，234単位  

1，325単位  

785単位   

895単位  

1，133単位  

1，234単位  

1，325単位  

（4）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費（1日につき  

（－）ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス寛（Ⅰ）  

785単位  

895単位  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護3  1，0埠5単位   d㈲ 1，136単位  e㈲ 1，227単位  里塵  

仁）叫卜聖療養型経過聖介護療養施設サーTF不費（Ⅱ）  a㈲ 785単位  785単位   

b 要介護2  895単位  c㈲ 1，045単位 仁p45単位  

d 要介護4  1，136単位  e閲 1．227単位  7単イ立  

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第4  

号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であ  
る指定介護療養型医療施設（法第48条第1項第3号に規定する  

指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）であって、別に   

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第4  

号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であ  
る指定介護療養型医療施設（法第48条第1項第3号に規定する  

指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）であって、別に  
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